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主要な営業所及び工場、会社の新株予約権等に関する事項

区 分 名 称 所 在 地

支 店 東 京 支 店 東 京 都 港 区

支 社

君 津 支 社 千 葉 県 君 津 市

京 葉 支 社 千 葉 県 市 原 市

中 四 国 支 社 岡 山 県 倉 敷 市

八 幡 支 社 北 九 州 市 戸 畑 区

事 業 所

鹿 島 事 業 所 茨 城 県 神 栖 市

四 日 市 事 業 所 三 重 県 四 日 市 市

長 浜 事 業 所 滋 賀 県 長 浜 市

大 阪 事 業 所 堺 市 堺 区

工 場

君 津 工 場 千 葉 県 君 津 市

京 葉 工 場 千 葉 県 市 原 市

四 日 市 工 場 三 重 県 四 日 市 市

長 浜 工 場 滋 賀 県 長 浜 市

水 島 工 場 岡 山 県 倉 敷 市

宇 部 工 場 山 口 県 宇 部 市

本 社 工 場 北 九 州 市 八 幡 西 区

研 修 所 他

Ｔ Ａ Ｋ Ａ Ｄ Ａ 研 修 セ ン タ ー 北 九 州 市 若 松 区

テ ク ニ カ ル セ ン タ ー 北 九 州 市 八 幡 西 区

熊 本 Ｃ Ｓ セ ン タ ー 熊 本 県 菊 池 郡

会社の現況に関する事項
主要な営業所及び工場（令和７年３月31日現在）
① 本　　　　社：北九州市八幡西区築地町１番１号

② 主要な営業所

会社の新株予約権等に関する事項（令和７年３月31日現在）
　該当事項はありません。
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会社役員に関する事項

会社役員に関する事項
責任限定契約の内容の概要
　当社は、平成27年６月19日開催の第68回定時株主総会で定款を変更し、取締役（業務執行取締役等を除
く。）及び監査役の責任限定契約に関する規定を設けております。
　当該定款規定に基づき、当社が役員と締結した責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
①　取締役（業務執行取締役等を除く。）
　当社と社外取締役全員は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任
を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責
任限度額としております。

②　監査役
　当社と監査役全員は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限
定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限
度額としております。

役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており
ます。被保険者は、当社の取締役及び監査役の全員であり、保険料は全額当社が負担しております。
当該保険契約の内容の概要は、被保険者がその職務の執行に起因して損害賠償請求を受けることによって

生ずることのある損害を、当該保険契約により填補するものであり、１年毎に契約更新しております。
ただし、被保険者に重大な過失がある場合及び法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為

等の場合は、填補の対象としないこととしております。
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会計監査人に関する事項

① 当社が支払うべき報酬等の額 40,700千円

② 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 40,700千円

会計監査人に関する事項
⑴ 会計監査人の名称

PwC Japan有限責任監査法人

⑵ 会計監査人の報酬等の額

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に
対する報酬等の額を区分しておらず、かつ、実質的にも区分できないことから、上記①の金額はこれらの合計額を記
載しております。

２．監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計
画、監査の実施状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第
399条第１項の同意を行っております。

⑶ 非監査業務の概要
該当事項はありません。

⑷ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会

に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第１項の各号に定める項目に該当する場合は、監査役全員の同意に基

づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株
主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

なお、取締役会が、会計監査人の職務の執行に支障がある場合、その必要があると判断した場合は、会計
監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることを監査役会に請求し、監査役会はその適否を判
断したうえで、株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。
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業務の適正を確保するための体制（コーポレート・ガバナンス体制）の整備に関する事項

業務の適正を確保するための体制（コーポレート・ガバナンス体制）の整備に関する事項
　令和元年７月30日開催の取締役会において、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制について、下記のとおり決定しております。

記

　当社は、会社法に基づく内部統制システムの構築の基本方針を以下に定め、経営の適法性及び効率性の確
保、並びに経営を阻害する可能性のあるリスクに対する管理に努めるとともに、今後、激変する環境の変化に
対処できる経営体制の整備、充実を図る。

１. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
⑴　取締役の職務における行動規範として、「社是」「経営理念」「行動指針」「コンセプトワード」を盛
り込んだ『企業憲章』を制定し、これらの遵守と浸透を図る。

⑵　取締役会は、内部統制の基本方針を策定し、代表取締役及び業務担当取締役による内部統制の実施状況
について、定期的に又は随時報告を受け、内部統制の監督・指示を行う。

⑶　取締役会は、取締役会規程に基づき重要事項や経営課題に対して、迅速かつ的確な意思決定を行い、そ
の執行状況について報告を受ける。

⑷　取締役は、会社法他の法令並びに定款に従い職務を執行し、その状況を取締役会に報告する。
⑸　代表取締役及び業務担当取締役は、取締役会の決定に従い業務を執行し、その状況を取締役会に報告す
る。

⑹　取締役の職務の執行状況については、取締役が相互に監視し合う他、監査役による監査を受ける。
⑺　取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保するため、複数名の社外取締役を置く。
⑻　取締役会は、経営の客観性・透明性を高め、その機能向上を図るため、取締役会全体の実効性について
分析・評価し、その結果の概要を開示する。

⑼　法令遵守と健全な企業活動を推進するために、「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアン
ス体制の整備・強化を図る。

２. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
⑴　取締役の職務の執行に関わる文書(電磁的な記録を含む)及びその他の重要な情報については、「文書管
理規程」「情報セキュリティ管理規程」「企業機密管理規程」に基づき作成、保存、管理する。

⑵　取締役及び監査役が、常時これらの文書を閲覧することが可能な状態で管理する。
⑶　法令又は取引所適時開示規則に従い、必要な情報開示を行う。

３. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
⑴　代表取締役社長は、リスクを統括管理する取締役を任命し、各業務担当取締役とともに、各リスクを体
系的に管理する。

⑵　管理にあたっては、「リスク管理規程」に基づき、既存の販売・安全・品質・財務・情報等のリスクに
対する規程を充実するとともに、新たなリスクに対して不足している規程があれば、必要に応じて追加整
備する。

⑶　リスクを統括管理する主管部門を定め、各部門における体制の整備・支援を行う。
⑷　各部門は、規程に基づきマニュアル等を整備、充実させ、部門毎のリスク管理体制を確立する。
⑸　代表取締役及び業務担当取締役は、経営に重大な影響を与えるリスクが発生する場合に備え、もしく
は、発生抑止が効かず顕在化したリスク(危機)に対し、損失を最小限に留めるための方針を決定し、体制
を整備した上で、取締役会・経営会議等へ適宜報告する。

⑹　各部門はリスクの管理及び対応状況について、その結果を取締役会に報告する。

４. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
⑴　取締役会は、経営理念と経営ビジョンを盛り込んだ中期経営計画と単年度事業計画を策定する。
⑵　取締役会で決定した業務の執行は、代表取締役及び業務担当取締役が行う。
⑶　各業務担当取締役は、業務の執行を効率的に遂行するにあたり、実施すべき施策と権限を与えた体制を
構築する。

⑷　業務執行のスピードアップと執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を充実する。
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業務の適正を確保するための体制（コーポレート・ガバナンス体制）の整備に関する事項

⑸　取締役会は、代表取締役及び業務担当取締役の業務執行を効率的に行うために、執行役員及び部門長に
権限を委譲するとともに適宜報告を受けることで、業務の執行の効率性を確保する。

⑹　重要な経営の執行に係る事項の審議等を行うため、経営会議を開催する。また、経営方針の伝達と意思
統一を図るため、全社幹部会議を開催する。

５. 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
⑴　従業員等の事業活動に係る行動基準として、『企業憲章』に基づいた「コンプライアンス規程」を制定
するとともに、「ＴＡＫＡＤＡグループ行動規範」を配布して、法令・規程・規則・社会規範を遵守する
ことを求め、違反行為が発生した場合は、社内規定に基づき厳正に対処する。

⑵　従業員等の業務の執行が、法令・定款に適合することを確保するために、「コンプライアンス推進室」
を設置し、コンプライアンス委員会やコンプライアンス推進会議を定期的に開催するとともに、各所属に
おいて教育啓蒙活動を行うなど全社をあげてコンプライアンス意識の向上を図る。

⑶　当社グループ並びに取引先の役職員等からの通報を受けるコンプライアンス相談窓口を社内・社外に設
置する。通報者が通報を行ったことを理由として、不利な取扱いを受けないものとする。

⑷　社内監査部門は、内部監査規程に基づき業務執行部門（生産・技術・営業・管理各部門、子会社）の業
務を監査し、その結果を取締役会に報告する。

６. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
⑴　当社グループに共通する『企業憲章』に基づき、コンプライアンス意識の醸成を図る。
⑵　取締役会は、子会社等を管理する規程、担当する取締役を定め、また子会社へ取締役及び監査役の派遣
を行うことで、リスク管理とコンプライアンス等の周知徹底を行う体制を整備する。

⑶　取締役会は、子会社の中期計画及び単年度事業計画と、その達成状況とリスク管理状況について定期的
に報告を受ける。

⑷　当社の社内監査部門は子会社の内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告する。
⑸　取締役会は、財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制を整備して適切に運用すると
ともに、運用状況を毎年評価して必要な是正を行う。

７. 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対す
る指示の実効性の確保に関する事項

⑴　監査役の職務を補助すべき専任のスタッフは現在置いていないが、担当のスタッフを置いており、今後
必要に応じて、スタッフを専任させる。

⑵　監査役の職務を補助すべきスタッフの人事異動等にあたっては、監査役に事前に報告し、同意を得る。

８. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
⑴　当社グループにおける取締役の職務及び従業員等の業務の遂行に関し、重大な法令、定款違反及び不正
行為の事実、当社グループに著しい損害を及ぼす事実を知った時、又はその報告を受けた時は、当社監査
役に報告する。

⑵　当社グループの取締役及び従業員等が当社監査役へ報告を行ったことを理由として、不利な取扱いを受
けないものとする。

⑶　監査役は、重要事項の決定、取締役及び執行役員並びに部門長の業務執行状況が報告される取締役会及
び経営会議等に出席し、意見を述べることができる。

⑷　監査役に重要な意思決定に係る稟議書等を回付し、その他の必要かつ適切な文書については、常時監査
役が閲覧可能とする。

⑸　コンプライアンス委員会に報告されたコンプライアンス活動の状況は、監査役に報告する。

９. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
⑴　代表取締役社長は、監査役と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題について意見を交換する。
⑵　監査役監査が効率的かつ効果的に行われるために、監査役は監査を職務とする社内監査部門及び会計監
査人と緊密に連携する。

⑶　監査役が独自の意見形成のために、必要に応じて外部専門家等を活用する体制を確保する。
⑷　監査役の職務の執行について生ずる費用については、監査役の請求に応じて支出する。
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業務の適正を確保するための体制（コーポレート・ガバナンス体制）の整備に関する事項

＜ご参考＞
当社のコーポレート・ガバナンス体制図

選任

会
計
監
査
人

報告
連携

株　　主　　総　　会

助言・指導
顧
問
弁
護
士

監査

報
告

報
告

報
告

報
告

選
任

選
任
・
監
督

取締役会
［取 締 役］

報告

連
携

監
査

会計監査

監査役会
監 査 役

連携

経営会議
代表取締役

執行役員

コンプライアンス推進室

コンプライアンス
委員会

内部監査部

業務執行部門
〔生産・技術・営業・管理各部門、子会社〕

業務担当取締役

内部監査

通報窓口
（社内･社外）

監査機関 意思決定機関

業務執行機関

選
任

連
携

連
携

助
言
・
指
導付

議
・
報
告

指名・報酬諮問委員会

答
申

諮
問
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業務の適正を確保するための体制(コーポレート・ガバナンス体制)の運用状況の概要、会社の支配に関する基本方針、剰余金の配当等の決定に関する方針

業務の適正を確保するための体制（コーポレート・ガバナンス体制）の運用状況の概要
　当期における業務の適正を確保するための体制の運用状況は次のとおりであります。
⑴ 取締役の職務執行体制
　取締役会は、「取締役会規程」に基づき、毎月開催される取締役会において、法令及び定款並びに規定
に定められた重要事項について審議を行うとともに、決議された事項の経過及び結果や取締役の業務執行
状況について報告を受けることで、取締役の執行状況の監督を行いました。

⑵ 監査役の職務執行体制
　監査役による監査は、毎年策定される「監査計画」に基づき、取締役会や経営会議等の重要な会議への
出席と意見の表明、稟議書などの重要な決裁書類の閲覧、代表取締役社長及び各取締役との情報・意見交
換、各部門・子会社への往査、三様監査協議会の定期的な開催による会計監査人・社内監査部門との連携
等により行いました。

⑶ コンプライアンス体制
　「コンプライアンス規程」に基づき、役員・部門長・子会社社長で構成されるコンプライアンス委員会
及びコンプライアンス推進会議を定期的に開催し、年度活動計画や各部門・子会社の活動状況の報告、社
外講師による講話などを行いました。また、コンプライアンスに関するｅラーニング受講、コンプライア
ンスチェックシートによるアンケート実施など、グループ全体でのコンプライアンス意識の醸成に努める
とともに、コンプライアンス相談窓口の利用方法・相談者の保護について周知を図りました。

⑷ 内部監査体制
　社内監査部門である内部監査部の「内部監査計画」に基づき、当社及びグループ各社の内部監査を実施
し、監査結果を担当取締役と取締役会へ報告し、所要の改善を図りました。

会社の支配に関する基本方針
　当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針については、特に定め
ておりません。

剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社の利益配分に関する基本方針は、収益に応じて、株主の皆様へ安定的な利益配当を継続することを最重
要施策としつつ、将来に向けての企業体質の強化や研究開発及び設備投資等に資するための内部留保を充実さ
せることを基本としております。
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株主資本等変動計算書

（ 自　令和６年４月 １ 日
至　令和７年３月31日 ）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金
資 本 準備

金
そ の 他
資 本
剰 余 金

資 本
剰 余 金
合 計 利 益 準備

金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計固 定 資産

圧 縮 積立
金

別 途 積 立
金

繰 越 利 益
剰 余 金

令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 残 高 3,642,350 － － － 190,789 102,678 7,700,000 1,848,905 9,842,372

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 80,950 80,758 80,758

剰 余 金 の 配 当 △ 316,416 △ 316,416
剰 余 金 の 配 当 に 伴 う
利 益 準 備 金 の 積 立 31,641 △ 31,641 －

当 期 純 利 益 2,223,921 2,223,921

自 己 株 式 の 取 得

自 己 株 式 の 処 分 1,251,655 1,251,655

固定資産圧縮積立金の取崩 △ 910 910 －

別 途 積 立 金 の 積 立 1,000,000 △ 1,000,000 －

土地再評価差額金取崩額 △ 451,747 △ 451,747
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) △ 1,306 △ 1,306

当 期 変 動 額 合 計 80,950 80,758 1,251,655 1,332,413 31,641 △ 2,216 1,000,000 425,026 1,454,451

令 和 ７ 年 ３ 月 3 1 日 残 高 3,723,300 80,758 1,251,655 1,332,413 222,431 100,461 8,700,000 2,273,931 11,296,824

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計

自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 その他有価証券
評 価 差 額 金

土 地 再 評 価
差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 残 高 △ 25,335 13,459,386 85,110 △ 769,113 △ 684,002 12,775,384

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 161,708 161,708

剰 余 金 の 配 当 △ 316,416 △ 316,416
剰 余 金 の 配 当 に 伴 う
利 益 準 備 金 の 積 立 － －

当 期 純 利 益 2,223,921 2,223,921

自 己 株 式 の 取 得 △ 76 △ 76 △ 76

自 己 株 式 の 処 分 25,407 1,277,062 1,277,062

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

別 途 積 立 金 の 積 立 － －

土地再評価差額金取崩額 △ 451,747 451,747 451,747 －
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) △ 1,306 △ 29,178 △ 13,896 △ 43,075 △ 44,381

当 期 変 動 額 合 計 25,330 2,893,145 △ 29,178 437,850 408,671 3,301,817

令 和 ７ 年 ３ 月 3 1 日 残 高 △ 5 16,352,532 55,932 △ 331,263 △ 275,331 16,077,201

株主資本等変動計算書

（単位：千円）
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個別注記表

子会社株式 移動平均法による原価法
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法
未成工事支出金 個別法による原価法
材料貯蔵品 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法により算定）

① 有形固定資産
（リース資産を除く）

定率法
ただし、ＴＡＫＡＤＡ研修センターの設備及び平成10年４月１日以降
に取得した建物（附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に取
得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

② 無形固定資産 定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間
（５年）に基づく定額法によっております。

③ リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

④ 長期前払費用 均等償却

⑶ 引当金の計上基準
① 貸倒引当金 営業債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性
を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 完成工事補償引当金 完成工事について無償で行う補修費用に備えるため、当事業年度末に至
る１年間の完成工事高に対する過去２年間の実績を基礎に、将来の補償
見込を加味して計上しております。

③ 工事損失引当金 受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末手持工事のうち
損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積ることができる
工事について、損失見込額を計上しております。
なお、損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金と工事損
失引当金は、相殺せず両建て表示しております。

④ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及
び年金資産の見込額に基づき計上しております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数（10年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤
務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそ
れぞれ発生の翌事業年度より費用処理しております。

個 別 注 記 表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴ 資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価基準及び評価方法

⑵ 固定資産の減価償却の方法
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個別注記表

当 事 業 年 度 ( 千 円 )

完 成 工 事 高 9,110,677

当 事 業 年 度 ( 千 円 )

完 成 工 事 高 55,195

当 事 業 年 度 ( 千 円 )

工 事 損 失 引 当 金 30,037

⑷ 収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準

　当社の主要な事業であるプラント事業においては、工事契約に基づき、一定の期間にわたり履行義務
が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の測定
は、顧客による検収、または、期末日までに発生した工事原価が予測される工事原価の合計に占める割
合に基づいて行っております。
　また、商品及び製品の販売については、販売契約等に基づき、商品及び製品を引き渡す一時点におい
て履行義務が充足されると判断し、引渡時点で収益を認識しております。

⑸ その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して
おります。

２. 会計上の見積りに関する注記
重要な会計上の見積り

⑴ インプット法による完成工事高の計上
① 当事業年度の財務諸表に計上した金額

② インプット法による完成工事高の計上は、工事収益総額、工事原価総額及び当事業年度末における
工事進捗度を見積り、原価比例法によって金額を算定しております。

これらの見積りは、工事請負契約の契約内容や施工状況等に著しい変化がないものと仮定して行っ
ております。

これらの仮定が、工事請負契約の契約内容の変更や労務費、資材調達価格の変動等による施工状況
の変化により見直された場合には、見積りの見直しを行い、その影響は見積りの見直しを行った事業
年度において認識しております。

⑵ 契約書等で確定していない完成工事高の計上
① 当事業年度の財務諸表に計上した金額

② 工事着工後の工事の追加や削減、工事内容の変更等により、当事業年度末において請負工事代金が
未確定のものについては、見積りにより完成工事高を計上しております。

これら見積りは、取引先との交渉状況や過去の実績等に基づき行っておりますが、見積りの見直し
があった場合には、その影響は見積りの見直しを行った事業年度において認識しております。

⑶ 工事損失引当金の計上
① 当事業年度の財務諸表に計上した金額

② 受注工事について、工事収益総額及び工事原価総額の見積りを行い、損失が見込まれるものについ
ては工事損失引当金を計上しております。

これらの見積りは、工事請負契約の契約内容や施工状況等に著しい変化がないものと仮定して行っ
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個別注記表

⑴ 有形固定資産の減価償却累計額 9,786,611千円

⑵ 担保に供している資産
有形固定資産 6,915,189千円

担保に係る債務
短期借入金 6,500,000千円
長期借入金 2,710,000千円

⑶ 受取手形割引高 6,811千円
電子記録債権割引高 1,097,009千円

⑷ 関係会社に対する金銭債権債務
短期金銭債権 55,987千円
長期金銭債権 257,000千円
短期金銭債務 240,475千円

⑸ 保証債務
タカダ・コーポレーション・アジア・リミテッドへの
金融機関からの出資に対する保証 18,040千円（4,100千バーツ）
（注）外貨建保証債務は期末日現在の為替レートで円換算しております。

△ 1,194,291千円

ております。
これらの仮定が、工事請負契約の契約内容の変更や労務費、資材調達価格の変動等による施工状況

の変化により見直された場合には、見積りの見直しを行い、その影響は見積りの見直しを行った事業
年度において認識しております。

３. 貸借対照表に関する注記

⑹ 事業用土地再評価
　土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）及び土地の再評価に関する法律の一部
を改正する法律（平成13年３月31日公布法律第19号）に基づき、平成14年３月31日に事業用土地の再評
価を行っております。
　なお、再評価差額については、土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律（平成11年３月31日公
布法律第24号）に基づき、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の
部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
同法律第３条第３項に定める再評価の方法
　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める地価税
法に基づいて、路線価及び路線価のない土地は第２条第３号に定める固定資産税評価額を基準として、奥行
価格補正等の合理的な調整を行って算出しております。
再評価を行った事業用土地の期末における時価の合計額と再評価後の帳簿価額との差額
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個別注記表

　完成工事高 90,786千円
　仕入高 1,357,520千円
　営業取引以外の取引高 286,109千円

普通株式 676株

種 類 会社等の名称 住 所 資 本 金 又
は 出 資 金

事業の内容又
は 職 業

議決権等の所有
( 被 所 有 ) 割 合

関 連 当 事 者
と の 関 係

取引の
内 容

取引金額
(注)１ 科 目 期末残高

(注)１

子会社 高田プラント
建設株式会社

福 岡 県
北九州市 20,000 プ ラ ン ト

事 業
所有
直接100.0％

役務の受入
役員の兼務

外 注 費 の
支払(注)2 444,591 工 事 未 払 金

未 払 金
66,648

614

子会社

キクチ・イン
ダ ス ト リ ー
（ タ イ ラ ン
ド）・カンパ
ニー・リミテ
ッド

タ イ 120,000千
バーツ

プ ラ ン ト
事 業

所有
直接99.99%
間接  0.01%

資金の支援
役員の兼務

資金の貸付
(注)3
利息の受取
(注)3

69,000

3,447

長期貸付金

未収入金

257,000

3,447

４. 損益計算書に関する注記
⑴ 関係会社との取引高

⑵ 関係会社株式評価損
　関係会社株式評価損13,121千円は、子会社であるキクチ・インダストリー（タイランド）・カンパニ
ー・リミテッドの株式の評価損であります。

⑶ 関係会社事業損失
　関係会社事業損失191,710千円は、子会社であるキクチ・インダストリー（タイランド）・カンパニ
ー・リミテッドの事業清算に係る損失であります。

５. 株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

６. 税効果会計に関する注記
　繰延税金資産(評価性引当額36,347千円)の発生の主な原因は、退職給付引当金損金算入限度超過額、関
係会社株式評価損、貸倒引当金繰入限度超過額であり、繰延税金負債の発生の主な原因は、固定資産圧縮積
立金であります。
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が令和７年３月31日に国会で成立したこと
に伴い、令和８年４月１日以後に開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになり
ました。
　これに伴い、令和８年４月１日以後に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金
資産及び繰延税金負債については、法廷実効税率を30.5％から31.4％に変更し計算しております。
　この変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は37,232千
円、再評価に係る繰延税金負債は13,896千円それぞれ増加し、法人税等調整額は37,232千円、土地再評価
差額金は13,896千円それぞれ減少しております。

７. 関連当事者との取引に関する注記
（単位：千円）

（注）１. 取引金額は、消費税等抜きの金額であり、期末残高は消費税等が含まれております。
２. 取引条件及び取引条件の決定方針等

外注費の支払は、市場の実勢価格等を勘案し、価格交渉のうえ決定しております。
3. 貸付については、市場金利を勘案して利息額を決定しており、担保は受け入れておりません。

８. 収益認識に関する注記
（顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報）

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表　６．収益認識に関する注
記」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。
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個別注記表

⑴ １株当たり純資産額 2,192円24銭
⑵ １株当たり当期純利益 348円67銭

９. １株当たり情報に関する注記

（重要な後発事象）
　該当事項はありません。

　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 13 －



2025/05/27 18:54:53 / 24179384_株式会社高田工業所_招集通知

連結株主資本等変動計算書

（ 自　令和６年４月 １ 日
至　令和７年３月31日 ）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 残 高 3,642,350 1,243 12,482,369 △ 25,335 16,100,627

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

新 株 の 発 行 80,950 80,758 161,708

剰 余 金 の 配 当 △ 316,416 △ 316,416
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 2,309,002 2,309,002

自 己 株 式 の 取 得 △ 76 △ 76

自 己 株 式 の 処 分 1,251.655 25,407 1,277,062

土地再評価差額金の取崩 △ 451,747 △ 451,747
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) △ 1,306 △ 1,306

連結会計年度中の変動額合計 80,950 1,332,413 1,539,531 25,330 2,978,226

令 和 ７ 年 ３ 月 3 1 日 残 高 3,723,300 1,333,657 14,021,901 △ 5 19,078,853

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非支配株主
持　　　分 純資産合計その他有価証

券評価差額金
土地再評価
差　額　金

為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に係
る調整累計額

そ の 他 の 包 括
利益累計額合計

令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 残 高 88,489 △ 769,113 542,547 604,204 466,128 323,196 16,889,952

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

新 株 の 発 行 161,708

剰 余 金 の 配 当 △ 316,416
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 2,309,002

自 己 株 式 の 取 得 △ 76

自 己 株 式 の 処 分 1,277,062

土地再評価差額金の取崩 451,747 451,747 －
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) △ 20,162 △ 13,896 7,590 306,143 279,675 △ 35,923 242,445

連結会計年度中の変動額合計 △ 20,162 437,850 7,590 306,143 731,423 △ 35,923 3,673,725

令 和 ７ 年 ３ 月 3 1 日 残 高 68,327 △ 331,263 550,138 910,348 1,197,551 287,273 20,563,678

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）
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連結注記表

① 連結子会社の数 ７社
連結子会社の名称 シンガポール・タカダ・インダストリーズ・プライベート・リミテッ

ド、高田プラント建設（株）、高田サービス（株）、スリ・タカダ・イ
ンダストリーズ（マレーシア）・エスディエヌ・ビーエッチディ、タカ
ダ・コーポレーション・アジア・リミテッド、キクチ・インダストリー
（タイランド）・カンパニー・リミテッド、渡部工業（株）

② 非連結子会社の名称 八幡設備工業（協）

八幡設備工業（協）

イ. 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式 移動平均法による原価法
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

ロ.  棚卸資産の評価基準及び評価方法
未成工事支出金 個別法による原価法
材料貯蔵品 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法により算定）

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ. 有形固定資産

（リース資産を除く）
定率法
ただし、ＴＡＫＡＤＡ研修センターの設備及び連結子会社の保有資産の
一部については定額法、また、平成10年４月１日以降に取得した建物
（附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属
設備及び構築物については、定額法によっております。

ロ. 無形固定資産 定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間
（５年）に基づく定額法によっております。

ハ. リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

連 結 注 記 表
１. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

⑴ 連結の範囲に関する事項

（連結の範囲から除いた理由）
　非連結子会社は、小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益
剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲
から除外しております。

⑵ 持分法の適用に関する事項
持分法を適用しない非連結子会社の名称

（持分法を適用しない理由）
　持分法非適用の非連結子会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等
に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しておりま
す。

⑶ 連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社の事業年度は、連結計算書類提出会社と同一であります。

⑷ 会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法
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連結注記表

ニ. 長期前払費用 均等償却

③ 重要な引当金の計上基準
イ. 貸倒引当金 営業債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性
を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ロ. 完成工事補償引当金 完成工事について無償で行う補修費用に備えるため、当連結会計年度末
に至る１年間の完成工事高に対する過去２年間の実績を基礎に、将来の
補償見込を加味して計上しております。

ハ. 工事損失引当金 受注工事に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末手持工事の
うち損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積ることがで
きる工事について、損失見込額を計上しております。
なお、損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金と工事損
失引当金は、相殺せず両建て表示しております。

ニ. 事業整理損失引当金 事業整理に伴い発生すると予想される損失に備えるため、当該損失見積
額を計上しております。

④ 収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準

当社及び連結子会社の主要な事業であるプラント事業においては、工事契約に基づき、一定の期間
にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しており
ます。進捗度の測定は、顧客による検収、または、期末日までに発生した工事原価が予測される工事
原価の合計に占める割合に基づいて行っております。
　また、商品及び製品の販売については、販売契約等に基づき、商品及び製品を引き渡す一時点にお
いて履行義務が充足されると判断し、引渡時点で収益を認識しております。

⑤ その他連結計算書類作成のための重要な事項
イ. 退職給付に係る負債の計上基準

退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づ
き、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を計上しております。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額
法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理してお
ります。

未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用及び未認識会計基準変更時差異については、税効果
を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上してお
ります。

ロ. 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処

理しております。
なお、在外子会社等の資産及び負債並びに収益及び費用は連結決算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて計上しており
ます。
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連結注記表

当連結会計年度(千円)

完 成 工 事 高 12,680,996

当連結会計年度(千円)

完 成 工 事 高 180,195

当連結会計年度(千円)

工 事 損 失 引 当 金 30,270

２. 会計上の見積りに関する注記
重要な会計上の見積り

⑴ インプット法による完成工事高の計上
① 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

② インプット法による完成工事高の計上は、工事収益総額、工事原価総額及び当連結会計年度末にお
ける工事進捗度を見積り、原価比例法によって金額を算定しております。

これらの見積りは、工事請負契約の契約内容や施工状況等に著しい変化がないものと仮定して行っ
ております。

これらの仮定が、工事請負契約の契約内容の変更や労務費、資材調達価格の変動等による施工状況
の変化により見直された場合には、見積りの見直しを行い、その影響は見積りの見直しを行った連結
会計年度において認識しております。

⑵ 契約書等で確定していない完成工事高の計上
① 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

② 工事着工後の工事の追加や削減、工事内容の変更等により、当連結会計年度末において請負工事代
金が未確定のものについては、見積りにより完成工事高を計上しております。

これら見積りは、取引先との交渉状況や過去の実績等に基づき行っておりますが、見積りの見直し
があった場合には、その影響は見積りの見直しを行った連結会計年度において認識しております。

⑶ 工事損失引当金の計上
① 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

② 受注工事について、工事収益総額及び工事原価総額の見積りを行い、損失が見込まれるものについ
ては工事損失引当金を計上しております。

これらの見積りは、工事請負契約の契約内容や施工状況等に著しい変化がないものと仮定して行っ
ております。

これらの仮定が、工事請負契約の契約内容の変更や労務費、資材調達価格の変動等による施工状況
の変化により見直された場合には、見積りの見直しを行い、その影響は見積りの見直しを行った連結
会計年度において認識しております。
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連結注記表

⑴ 有形固定資産の減価償却累計額 11,892,144千円

⑵ 担保に供している資産及び担保に係る債務
担保に供している資産

有形固定資産 7,047,320千円
担保に係る債務

短期借入金 6,500,000千円
　１年内返済予定の長期借入金 52,542千円
　長期借入金 2,818,032千円
また、下記の資産を契約保証金として差し入れております。

現金及び預金（定期預金） 56,460千円（12,831千バーツ）
長期預金 3,781千円（     859千バーツ）

（注）外貨建担保提供資産は期末日現在の為替レートで円換算しております。

⑶ 受取手形割引高 6,811千円
電子記録債権割引高 1,097,009千円

⑷ 保証債務
タカダ・コーポレーション・アジア・リミテッドへの
金融機関からの出資に対する保証 18,040千円（4,100千バーツ）
キクチ・インダストリー（タイランド）・カンパニー・
リミテッドの工事保証金 86,127千円（19,574千バーツ）
（注）外貨建保証債務は期末日現在の為替レートで円換算しております。

△1,194,291千円

３. 連結貸借対照表に関する注記

⑸ 事業用土地再評価
　当社は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）及び土地の再評価に関する法
律の一部を改正する法律（平成13年３月31日公布法律第19号）に基づき、平成14年３月31日に事業用土
地の再評価を行っております。
　なお、再評価差額については、土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律（平成11年３月31日公
布法律第24号）に基づき、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の
部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
同法律第３条第３項に定める再評価の方法
　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める地価税
法に基づいて、路線価及び路線価のない土地は第２条第３号に定める固定資産税評価額を基準として、奥行
価格補正等の合理的な調整を行って算出しております。
再評価を行った事業用土地の期末における時価の合計額と再評価後の帳簿価額との差額
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連結注記表

普通株式 7,334,350株

決 議 株 式 の 種 類 配当金の総額
（千円）

１ 株 当 た り
配 当 額 基 準 日 効 力 発 生 日

令和6年６月21日
定 時 株 主 総 会 普 通 株 式 316,416 50円00銭 令和6年３月31日 令和６年６月24日

決 議 予 定 株式の種類 配当金の総額
（千円） 配当の原資 １ 株 当 た り

配 当 額 基 準 日 効 力発 生 日

令和７年６月24日
定 時 株 主 総 会 普 通 株 式 513,357 利益剰余金 70円00銭 令和７年３月31日 令和７年６月25日

連結貸借対照表計上額（※） 時             価（※） 差             額（※）

①投資有価証券
　その他の有価証券 381,142 381,142 －

②長期借入金（１年以内返済
　予定の長期借入金を含む） (2,872,261) (2,770,920) (△101,340)

４. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴ 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

⑵ 配当に関する事項
① 配当金支払額

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

５. 金融商品に関する注記
⑴ 金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、資金運用については、個別契約に基づいて必要となる長期預金等を除き、短期的な預金
等に限定し、また、資金調達については主として銀行等金融機関からの借入により調達しております。
　営業債権である受取手形・完成工事未収入金等は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに
関しては、当社グループの受注並びに営業債権の管理に関する規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高
管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としております。
　投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒さ
れております。当該リスクに関して、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、管理しております。
　営業債務である支払手形・工事未払金等は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。
　借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、社債、長期借入金は主に営業取引に係
る資金調達及び設備投資に係る資金調達であります。
　また、営業債務や社債及び借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月
次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

⑵ 金融商品の時価等に関する事項
　令和７年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につい
ては、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額29,520千円）は、
「投資有価証券」には含めておりません。また、現金は注記を省略しており、預金、電子記録債権、完成工
事未収入金、契約資産、支払手形・工事未払金等、短期借入金、並びに契約負債は短期間で決済されるため
時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

（単位：千円）

（※）負債に計上されるものについては、（　）で示しております。
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連結注記表

区分
時価（※）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
　その他の有価証券

　株式
　投資信託及び債券

322,618
－

－
58,523

－
－

322,618
58,523

区分
時価（※）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
長期借入金 － (2,770,920) － (2,770,920)

建設工事 保全工事 その他 計
日本 23,964,061 27,468,758 60,277 51,493,096
アジア 4,137,660 2,436,089 － 6,573,750
顧客との契約から生じる収益 28,101,721 29,904,848 60,277 58,066,846
その他の収益 － － 563 563
外部顧客への売上高 28,101,721 29,904,848 60,840 58,067,410
一時点で移転される財 119,299 － 47,935 167,234
一定期間にわたり移転される財 27,982,422 29,904,848 12,342 57,899,612
顧客との契約から生じる収益 28,101,721 29,904,848 60,277 58,066,846
その他の収益 － － 563 563
外部顧客への売上高 28,101,721 29,904,848 60,840 58,067,410

⑶ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ
ルに分類しております。

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価額により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

①時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
　　(単位：千円)

②時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
　　(単位：千円)

（※）負債に計上されているものについては、(　)で示しております。

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その
時価をレベル１の時価に分類しております。一方で投資信託及び債券については市場での取引頻度が低
く、活発な市場のおける相場価格とは認められないため、その時価をレベル２の時価に分類しておりま
す。

長期借入金
これらは、主に元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現

在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。

６. 収益認識に関する注記
⑴　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　顧客との契約から生じる収益を工事の性格別及びその他の収益に分解した情報は以下のとおりです。
（単位：千円）
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連結注記表

⑴ １株当たり純資産額 2,764円84銭
⑵ １株当たり当期純利益 362円01銭

⑵　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項　（４）会計方針に関する事項
④　収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。

７. １株当たり情報に関する注記

８. 重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。

　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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会計監査人の監査報告書　謄本

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 田 邊 晴 康
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 北 野 和 行

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和７年５月16日

株式会社 高田工業所
取 締 役 会　御中

PwC Japan有限責任監査法人
　福岡事務所

　

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社高田工業所の令和6年4月1日から令和7年3月

31日までの第78期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並

びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該

計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ

る職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい

る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示するこ

とにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職

務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記

載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内

容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、その

ような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

・会計監査人の監査報告書　謄本
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会計監査人の監査報告書　謄本

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどう

かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する

必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示

がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明する

ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の

意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評

価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結

論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項

に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対し

て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ

いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか

どうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引

や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行

う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 田 邊 晴 康
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 北 野 和 行

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和７年５月16日

株式会社 高田工業所
取 締 役 会　御中

PwC Japan有限責任監査法人
　福岡事務所

　

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社高田工業所の令和6年4月1日から令和7年3月31日ま

での連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結
注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株
式会社高田工業所及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重
要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国にお
ける職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の
責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示するこ

とにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職
務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載
内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、
そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

・連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記
事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書
類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎とな
る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査
閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている
場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を
行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上
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監査役会の監査報告書　謄本

監　査　報　告　書
　当監査役会は、令和６年４月１日から令和７年３月31日までの第78期事業年度における取締役の職務

の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下の

とおり報告いたします。

１. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

⑴　監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報

告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応

じて説明を求めました。

⑵　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、当期の監査の方針、監査計画等にし

たがい、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の

整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報

告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所にお

いて業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び

監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けまし

た。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な

ものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決

議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及

び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求

め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると

ともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めま

した。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会

社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）

等にしたがって整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、

損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結

貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしまし

た。

・監査役会の監査報告書　謄本
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監査役会の監査報告書　謄本

２. 監査の結果

⑴ 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款にしたがい、会社の状況を正しく示しているも

のと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認めら

れません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制

システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務執行についても、指摘すべき事項は認

められません。

⑵ 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人PwC Japan有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶ 連結計算書類の監査結果

　会計監査人PwC Japan有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

令和７年５月20日
株 式 会 社 　 高 田 工 業 所 　 監 査 役 会

常 勤 監 査 役 牟 田 郁 二 ㊞
常 勤 監 査 役 福 田 　 剛 ㊞
監 査 役
(社外監査役) 奥 村 勝 美 ㊞
監 査 役
(社外監査役) 林 　 秀 之 ㊞

（注）　監査役 奥村 勝美及び林 秀之は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社外監査役
であります。

以　上
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